
伊豆市教育委員会指定校変更許可基準 

（目的） 

伊豆市教育委員会は、学校教育法施行令第８条の規定による指定校変更を希望する児童

生徒の保護者に対する許可について次のとおり許可基準を定める。 

 事  由 許 可 基 準 許 可 期 限 必 要 書 類 

１ 

 
転居 

転居後も引き続き転居

前の学校に就学し、通学に

支障がない場合 

小学校及び義務教

育学校（前期課程）

は、学年末 

中学校及び義務教

育学校（後期課程）

は、卒業迄 

 

２ 転居予定 

新築、改築等のため、学

区外から通学を希望する

場合 

その建物に転居す

るまでの期間 

建築確認書、建築

請負契約書等の

写し 

３ 保護者不在 

両親共働き等により児

童が帰宅後も保護者等が

不在であるため、保護者の

勤務先近くの学校に通学

するため又は児童生徒を

祖父母等へ預けるため、預

かり先の住所地の指定校

に通学させたい場合 

事由が解消される

までの期間 

（小学校を卒業す

るまでの期間。た

だし、１年ごとの

申請が必要） 

在職証明書 

預かり証明書 

４ 教育的配慮 

いじめや不登校等によ

り指定校以外の学校に就

学を希望する場合 

本人の兄弟姉妹が指定

校変更の承認を受けてい

る場合や特別支援学級に

入級している場合 

卒業迄 教育委員会が必

要とする書類 

５ 身体的事由 

身体の虚弱等身体的事

由により、指定校への通学

が困難な場合 

事由が解消される

までの期間 

医師の診断書 

 

６ 地域的事由 

地形等地域の事情によ

り指定された学校への通

学に困難が伴う場合 

事由が解消される

までの期間 

 



７ 
部活動による

事由 

入学時において、入部の

意思を強く持っている部

活動が指定校に存在せず、

市内の他の中学校に該当

する部活動が存在し、か

つ、当該学校を希望する場

合 

部活動を継続して

いる期間 

在籍している学

校長の意見書 

８ 
小中学校の継

続の事由 

指定校変更の承認を受

け、卒業まで継続して指定

校以外の小学校に在籍し

ており、卒業する小学校と

同じ学区の中学校に入学

を希望する場合 

中学校卒業迄  

９ その他 

その他教育委員会が認

める場合 

教育委員会が認め

た期間 

教育委員会が必

要とする書類 

附 則 

 この基準は、平成１６年４月１日から施行する。 

 この基準の施行の際、現に児童生徒が合併前の修善寺町教育委員会指定校変更許可基準、

天城湯ケ島町教育委員会指定校変更許可基準、土肥町教育委員会指定校変更許可基準又は

中伊豆町教育委員会指定校変更許可基準の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、

この伊豆市教育委員会指定校変更許可基準の相当規定によりなされた許可、手続その他の

行為とみなす。 

 この基準は、平成１７年４月１日から施行する。 

この基準は、平成１９年１２月１日から施行する。 

この基準は、平成２９年１２月１日から施行する。 

 この基準は、令和５年４月１日から施行する。 


